
【ポスター1, 2】
皆さんご存じのように、医療にお

ける情報化が進んでいて、電子化さ
れたデータがどんどん増えてきてい
ます。それを有効に使っていくのは、
今後の医療を進めていく上での大事
な課題だと思います。

今年の5月の終わりに個人情報保護
法が変わり、若干、匿名化したデータ
の扱いに関してどうするかということ
が出ましたけれども、この研究を始め
た時点ではまだそこは出ていなかった
ので、私自身、病院のデータを利用さ
せていただいて、いろいろな研究をさ
せていただいています。その中で、自
分自身の経験として、例えば、地域
との比較をしようということで保健所
からデータを得ようとすると、いろい
ろとハードルがありました。ケースに
よっては、市議会で審議していただい
たこともあります。

そういう中で、個人情報をどう扱っ
ていくかということに関しては、基
本的には匿名化をして個人を特定で
きない状態になれば、一応利用でき
るということになっています。今ま
では割と簡単なやり方で、無名化という言葉を使いましたが、要するに、個人の、名前と
かID番号とかを除く、そういうところだけでOKということをやっていました。しかし、
今回の個人情報保護法の改定では、より厳しく、個人を特定できないような形で匿名化し、
再特定化ということができないようにする。基本的な情報を除いたとしても、いろいろな
特殊性で…よく例に出されるのは、小学生で180cmとか170cmの子どもというのは特異な
ことなので、いろいろな情報を除いたとしても個人が特定されてしまう。そういう特異的
な情報の扱いをしっかりやらないといけないということで、どんなふうにしたらいいか。
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今回、共同研究者の愛媛大学の木村先生が、その匿名化に対する技術を持っておられま
したので、それを使ってやってみようということになりました。

研究目的ですが、健診のデータは医療データと違って、全ての人が受けるデータとして
あるわけなので、非常に膨大なデータになります。病気になった状況だけでなく、病気の
前の情報も大事ですので、その経過を見ていくという意味では、こういったデータも使え
ないとならない。そこで今回、病院のデータそのものというよりは、健診データを想定し
ながら分析してみようということでしたので、健診データを持っている健診実施施設が、
こういう匿名化、あるいはデータの二次利用に関してどういう意識であるかということを、
一つ、確認しました。

その上で、データの匿名化の評価に関して、この研究に参加した3つの大学からデータ
を取ってきて、それを分析しました。一つは特異な部分のデータを排除することと、一意
性を排除することです。一意性をどこまで排除するかということは実は難しいのですが、
医療データの場合はデータ項目がたくさんあるので、原理的に言えば、組み合わせをやっ
ていくとほぼ無限な形の組み合わせになって、すぐ一意性は出てきてしまうのですが、そ
の出方によって除き方が若干違うのかなと考えています。

それで、その最初の部分の健診実施施設での調査ですが、今、健診施設が全国で533施
設あります。その中から300をランダムに選びました。

【ポスター3】
結果として、回答を得られたのは

少なくて、79施設です。26％なので、
この回答は若干バイアスがあるかも
しれません。主に、健診の二次利用
に関して関心のある施設が返してき
ている可能性はあります。

その中で、健診施設自身でも二次
利用をしているところは60％ぐらい
あって、さらに外部に提供している
か…大学とか研究機関とかに提供し
ているかいうと、これも同じ60％ぐ
らいの施設が提供していました。た
だ、逆に、していないところももちろんあるわけですけれども、そこでは一つの大きな理
由としては、データ流出に関する心配があるのと、それから、そもそも同意を得ていない
ということなので、そういう場合だと、匿名化したとしても目的外使用になるのではない
かと懸念されているところがとても大きなウエートを占めていました。

それから、匿名化をしたらどうかについて。先ほど言いましたように、単に無名化で
はなくて、個人が再特定できないような匿名化をした場合どうかということに関しては、
24％ぐらいの施設は、その時点でOKという回答でしたが、プラス、法律的に合法化され
ていればいいであろうというのが44％です。これは残りの44％なので、実質的には半分ぐ
らいです。そういう状況になっています。
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その意味では、今回、個人情報保護法が改定されて、匿名化されたデータを使うルール
が明確化になってきたということは、非常にいい流れなのかなと思います。そういう形の
運用ができてくれば、今後もう少し利用が進んでいく可能性はあるのかなと考えています。

【ポスター4, 5】
あと、実際に再特定化されないよ

うにするためには、データを若干い
じらないとそういう状況はつくれま
せん。まず一つは、特異性です。全
体データから見たときに外れている
データはやはり特異ですので、それを
外す。外し方としては非常にシンプ
ルなのですけども、集団の平均、プ
ラス・マイナス標準偏差の3倍の範囲
で、それを越えるもの。あるいはも
うちょっと緩いやり方としては、下
から2.5％より小さいものは特異、そ
れから97.5％を超えるものは特異と
いう扱いで、その二つのやり方をし
たときにどうなるか。

それから、それは単に特異なもの
を外しただけで、一意性をまだ排除
していないので、一意性を排除する
ためにランダムにデータにノイズを
入れるというやり方をしました。入
れ方がまたいろいろとあるのですが、
今回は、一つは、ラプラス関数とい
う確率関数で確率的なノイズを入れ
るというやり方です。そうすると、
同定される個体数（k）の期待値が求ま
りますので、それを変数として見ていき、大きくしていったらどうなるかということを評
価しました。

それからあと、相関性です。医療データの場合、結構2つの変数が強い相関を持ってい
る場合があります。そうすると、それぞれはばらけたけれども、相関性から外れてしまっ
てずれているというものは、ある意味で、本当は特異値を外したはずなのだけれども、特
異性がまだ残っているということなので、それを今回のデータの中では、特に、赤血球数
とヘモグロビンの値で評価してみました。
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【ポスター6, 7】
今回した統計の方の結果は、1変数で見ていったときに、平均値±3SDで取る場合と

2.5％から97.5％の間だけ使うというやり方には、あまり差はないということが分かりま
した。

赤血球数は割と分布としては正規
分布に近い分布ですが、それに対し
てγGTPという検査は正規分布から
外れていて、テールをざーと引くよ
うな分布です。そうすると、そうい
うところだと、結構、外れというか、
長くデータがあるので、その辺にノ
イズを入れると、例えば、平均値で
も結構ずれてしまうということが分
かりました。それから標準偏差もか
なりずれてしまう。

あと、見たものは分布としてどう
かということで、コルモゴロフスミ
ルノフの検定とマンホイットニーのU
検定をやったのですが、それで見た
ときでも正規分布から外れた分布は
なかなか扱いが難しいなというのが
分かりました。

あと、相関性に関しては、今回、
簡単な部分で見たのですけれども、5
パーセンタイル単位に切った上で、
その中でランダムに混ぜるというこ
とをやりました。それでも相関関係
から大きく外れるのが出てきて、そ
この値を削除することをやったとき
には、若干、相関性がずれてくる。3％
弱ぐらい相関係数にずれが出てくる
という結果が得られました。

【ポスター8】
以上の結論として、一つは健診の

データを利用していく上では、今後
は個人情報保護法に則った形で匿名
化をするということと、それを利用
するときに利用施設に対してちゃん
と説明することをやっていけば、進
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んでいくのではないか。
それから、匿名化の加工をするというところは意外と簡単ではなくて、もうちょっとい

ろいろと工夫をしていかないと、統計量に影響が出てしまうというところが今回の結論で
す。

10部ほど報告書を用意してきましたので、関心ある方はどうぞお持ち帰りください。

質疑応答

座長：　ちょうど個人情報保護法が改正されたということで、タイムリーでもありますし、
また、ビッグデータの活用を医療領域でも何とかしようという動きもありますか
ら、そういう意味でも非常に貴重なご報告だったと思います。
ところで、法改正がなされたばかりですので、ある意味では混乱もあると思うの
です。先生方は医療現場で、どのようにうまく新しい法律に整合するように活用
する工夫をされているのか、その辺をご説明ください。

栗原：　実は、改正されたのですが、大学病院などアカデミックのところは適用外であり
ます。しかし、一応、準じる形でやっています。今回の発表は同意を得ない・未
取得でという言い方をしましたが、例えば倫理委員会などでの扱いに関しては、
基本的には同意を取る方向が強くなってきているのかなと思います。あと、匿名
化して使う場合にはどういうデータが対象になるかということを明示、公開して、
それが嫌だという方はブロックすることができるようにしなければいけません。
匿名化して研究するときには、運用としては、ちゃんと事前に大学の附属病院の
ホームページで、どのデータを使います、どういう患者さんが対象になります、
ということをやりつつあると思うのですが、これが今、全国的にどこまで普及で
きているかはまだ把握はできていません。

座長：　これは全国の課題でしょうね。いろいろな形で法律のほうでも今、議論をしてい
るところですし、それ以外の臨床現場でもこういった問題にどう対処すべきかを、
いろいろ検討していると聞いております。先生のご研究がより具体化していくこ
とを期待しております。
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